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別表 

指    定    施    設 変 更 

事 項 
変  更  後 

種 類 名   称 所  在  地 

老 人

ホーム 

高齢者リハビリ

テーションセン

ター ひうな荘 

広島市南区日宇那

町30番1号 
名称 

特別養護老人ホーム 

ひうな荘 

病 院 
介護老人保健施設 

ひうな荘 

広島市南区日宇那

町30番1号 
名称 

高齢者リハビリテーショ

ンセンター ひうな荘 

病 院 
身体障害者療養施

設 ローズ東村 

福山市東村町 

130番地５ 
名称 

障害者支援施設 

ローズ東村 

 


